
 

 

 

事 業 所 名 多機能ホーム ＪＡたんぽぽ 

事 業 の 種 類 

指定介護予防小規模多機能 

型居宅介護事業及び指定小

規模多機能型居宅介護事業 

介護保険事業所番号 １７９１５０００７５ 

事 業 所 の 所 在 地 石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ 1６番地１ 

事 業 所 連 絡 先 ０７６７－２９－２８８０ 管理者 真田 陽子 

運 営 方 針 

１．利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り住み慣れた地域の居宅において、そ 

 の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえて、通いサ 

 －ビスを中心として、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせて、家庭的な環境と地 

 域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の必要な日常生活上の世話及び機能訓 

 練を行うことによって利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能回復を図り、もって利用者の 

 生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 

２．利用者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電 

 話連絡による見守りを行う等、利用者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供 

 します。 

サ ー ビ ス 内 容  

１． 通い（事業所に通って食事、入浴、排泄、生活支援及び相談等を行います。） 

２． 訪問（利用者宅にお伺いし、に通って食事、入浴、排泄、生活支援及び相談等を行います。） 

３． 宿泊（事業所に宿泊して頂き、食事、入浴、排泄、生活支援及び相談等を行います。) 

営業日、営業時間  

営 業 日：年中無休 

営業時間：通いサービス 午前７時から午後７時 

     宿泊サービス 午後７時から午前７時 

     訪問サービス ２４時間 

通常事業の実施地域  宝達志水町全域 

従業員の職種、員数 管理者 1名、計画作成者１名、介護従業者１７名、正看護師１名  

緊急時等の対応方法 

サービス提供中にご利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡

を行ない、連絡並びに支持が得られない場合は、事業所が定めた協力医療機関等へ連絡するなど必

要な措置を講じます。 

事 故 発 生 時 の 対 応 
サービス提供中に事故が発生した場合、関係行政、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じます。 

協 力 医 療 機 関 等 
宝達志水病院、松沼医院 

特別養護老人ホーム ちどり園 

苦 情 相 談 窓 口 
責任者 本吉 まさみ  担当者 真田 陽子 

連絡先 ℡０７６７－２９－２８８０ fax０７６７－２９－２８８７ 

利 用 料 

 

☆負担割合に応じた額の支払いを受けるものです。 

☆通い・訪問・宿泊（介護費用分）全てを含んだ１ヶ月単位の包括費用（定額）です。 

☆要支援・要介護区分に応じて異なります。 

☆各種加算（初期加算等）があります。 

詳細は別紙料金表の通りです。 

そ の 他 の 費 用 
☆食事代、宿泊代、おむつ代、その他日常生活費は実費となります。 

詳細は別紙料金表の通りです。 

サービス利用に当たっ

ての留意事項 
サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を行います。 


